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（件名）                      令和３年３月２２日 

令和２年度２月補正予算の概要について 

（御前崎市総務部財政課） 
一般会計予算の補正（第９号）ほか 
 
◎規模                             （単位：千円） 

会 計 現計予算額 ２月補正 補正後の額 

一 般 会 計 23,539,379 △715,024 22,824,355 

国民健康保険特別会計 4,077,989 △218,050 3,859,939 

後期高齢者医療保険特別会計 349,000 2,990 351,990 

介 護 保 険 特 別 会 計 2,842,006 △54,453 2,787,553 

工業団地建設事業特別会計 7,660 △670 6,990 

 

◎一般会計の概要 

 ２月補正（第９号）は、歳入歳出それぞれ７億 1,502 万 4,000 円を減額し、予算総額

を 228 億 2,435 万 5,000 円としました。 

歳出は、当初予算編成後に必要が生じた事業への増額として、主に国の補正予算（第

３号）による県営ため池等整備事業費負担金や農畜産物輸出拡大施設整備事業費補助金

などを予算計上し、国庫支出金や市債などにより財源を措置しました。 

その他は、歳入歳出ともに事業費の確定や決算見込額の変更による補正となります。 

 

１ 一般会計歳入（抜粋）                    （単位：千円） 

款名 主な概要 補正額 

市 税 市民税 △227,731 △272,485 

株式等譲渡 

所得割交付金 
株式等譲渡所得割交付金 13,000 

地方消費税 

交 付 金 
地方消費税交付金 △43,000 

国庫支出金 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

194,304 

農畜産物輸出拡大施設整備事業費補助金 18,932 

108,058 

県 支 出 金 保育所給付費負担金 △36,235 △35,171 

繰 入 金 
財政調整基金繰入金    △346,312 

公共施設整備基金繰入金 △98,546 
△462,693 

市 債 減収補てん債 42,000 猶予特例債 48,000 30,900 

合  計  △715,024 
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２ 一般会計歳出（抜粋）                    （単位：千円） 

事業名 担当課 主な概要 補正額 

障害者総合支援事業 福祉課 
障害福祉サービス等給付扶助費の増

額 
28,000 

民間保育園運営事業 こども未来課 
民間保育園運営費及び地域型保育給

付費の減額 
△103,770 

ため池等整備事業 農林水産課 
県営ため池等整備事業費負担金の増

額 
23,000 

地 域 農 政 推 進 

対 策 事 業 
農林水産課 

農畜産物輸出拡大施設整備事業費補

助金の交付 
12,583 

商工業振興事業 商工観光課 商工会への補助金の減額 △61,832 

中小企業融資事業 商工観光課 経済変動対策貸付利子補給金の減額 △93,600 

港 湾 振 興 事 業 商工観光課 港湾建設負担金の減額 △52,340 

小学校整備事業 教育総務課 事業費確定による工事費の減額 △58,700 

合  計   △715,024 

※歳入及び歳出は、主要なもののみ掲載しているため、合計欄の金額と補正額の合計は

一致しません。 

 

 

３ 繰越明許費                         （単位：千円） 

事業名 内容 金額 

行政情報化推進事業 議会運営ペーパーレス化事業費 3,578 

障害者地域生活支援事業 システム改修費 1,166 

地域農政推進対策事業 
農畜産物輸出拡大施設整備事業費補

助金 
18,932 

市道整備事業 
市道 207 号線工事費、市道東町東海

岸線物件補償費 
84,531 

原子力災害対策施設整備事業 
放射線防護施設における商用電源接

続工事費 
10,800 
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４ 債務負担行為の補正                     （単位：千円） 

事    項 

補正前 補正後 

期  間 
債務負担行為 

限  度  額 
期  間 

債務負担行為 

限  度  額 

経済変動対策 

貸付利子補給金 
３～４年度 208,000 ３～５年度 60,000 

 

 

５ 地方債の補正 

 １ 追加                            （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

減収補塡債 42,000 

証書借入 

5.0％以内 

（ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る資金について、利

率の見直しを行っ

た後においては、当

該見直し後の利率） 

政府資金について

は、その融資条件によ

り、銀行その他の場合

にはその債権者と協

定する償還方法とす

る。 

ただし、市財政の都

合により据置期間を

短縮し、若しくは繰上

償還又は低利債に借

換えすることができ

る。 

猶予特例債 48,000 

計 90,000    

 

２ 変更                           （単位：千円） 

起債の目的 
補正前 補正後 

限度額 限度額 

農 地 債 10,000 34,500 

港 湾 債 115,100 86,200 

小 学 校 債 86,600 43,900 

 

 

担当：財政係 電話 0537-85-1112 


